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第６章 点検評価及び見直し 

 

（点検・評価及び見直し） 

第 12条 本規程の遵守状況を検証するため、情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ管理者は、

情報セキュリティに関する自己点検及び評価を実施しなければならない。 

２ 大学による評価実施後、情報セキュリティ統括管理者（事務局長）、情報セキュリティ推進責任者

（システム開発室長）から監査を受ける場合がある。 

第 13 条 本学を取り巻く環境の変化に対応し、情報資産及び情報システムを確実かつ安全に維持して

いくため、情報システム運営委員会は「本規程・北海商科大学情報セキュリティ対策基準・北海商科

大学情報セキュリティ実施手順」の見直しを図ることができる。 

２ 本規程及び情報セキュリティ対策基準の見直しに際しては、学校法人全体で情報セキュリティ対策

に取り組む観点から、本部事務局システム開発室と事前協議の場を設けることとする。 

３ 本規程及び情報セキュリティ対策基準の見直し結果は、教授会審議を経て、学長が承認するものと

する。 

４ 学長の承認を受けた見直し結果は、都度、情報セキュリティ統括管理者（事務局長）及び情報セキ

ュリティ推進責任者（管財部長）に対して報告を行うものとする。 

 

附 則 

この規程は、平成 27 年 8月 1日から施行する。 

 

附 則 

１．この規程は，令和 4年 4月 1日から施行する。 

２．本規程の施行をもって，北海商科大学情報セキュリティ対策規程を廃止する。 

 

附 則 

この規程は、令和 5年 7月 1日から施行する。 
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北海商科大学情報セキュリティ対策基準北海商科大学情報セキュリティ対策基準

 

（趣旨） 

第１条 本基準は「北海商科大学情報セキュリティ規程」に基づき、本学が最低限行うべき情報セキュ

リティ対策を定めるものである。 

（適用範囲） 

第２条 適用範囲は、本学のネットワーク、情報システム及び情報資産とする。 

（対象者） 

第３条 適用対象者は、学長以下、教職員、学生、保護者、来校者、委託業者等、本学のネットワーク、

情報システム及び情報資産を利用する全ての者とする。 

（組織体制） 

第４条 情報資産・情報システムの管理・運営は、北海商科大学情報セキュリティ規程に従い、情報セ

キュリティ責任者（学長）の下、情報セキュリティ管理者（情報システム運営委員長）が統括する情

報システム運営委員会が執り行うものとする。 

２ 部局及び附属機関が管理する情報システムは、北海商科大学情報セキュリティ規程及び部局または

附属機関が定める運用方針に従い、部局または附属機関の管理者の責任の下で執り行うものとする。 

３ 学内ネットワークの通信回線の調整及び学内通信回線と学外通信回線との接続に関する事項は、情

報システム運営委員会が本部事務局管財部情報システム課と連携し執り行うものとする。 

（禁止事項、違反者への対応） 

第５条 情報セキュリティ管理者または情報システムの管理権限を有する者は、次に掲げる事項を行っ

てはならない。 

（１）情報資産の目的外利用 

（２）守秘義務に違反する情報の開示 

（３）法令又は学内規則に違反する情報の発信 

（４）管理者権限を濫用する行為 

（５）上記の行為を助長する行為 

２ 情報セキュリティ管理者は、情報セキュリティ関連規程への重大な違反の報告を受けた場合及び自

らが重大な違反を知った場合には速やかに調査を行い、事実を確認しなければならない。事実の確認

にあたっては、可能な限り当該行為を行った者の意見を聴取することが望ましい。調査によって違反

行為が判明した場合は、当該行為者に対する当該行為の中止命令、アカウント停止・削除措置、学内

ネットワーク・情報システムの利用停止措置等を講ずることができる。 

３ 情報セキュリティ管理者は、前項の措置を講じた場合には、情報セキュリティ責任者（学長）にそ

の旨を報告しなければならない。 

（教育実施体制の整備、教育の実施、教育のための資料整備） 

第６条 情報セキュリティ管理者は、情報セキュリティ対策に係る教育について教育実施計画を策定し、

その実施体制を整備しなければならない。 
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２ 情報セキュリティ管理者は、情報セキュリティの状況の変化に応じ、学生・教職員等の利用者に対

して新たに教育すべき事項が明らかになった場合には教育実施計画を見直さなければならない。 

３ 情報セキュリティ管理者は、学生・教職員等の利用者の役割に応じて教育すべき内容を検討し、教

育のための資料を整備しなければならない。 

４ 情報セキュリティ管理者は、学生・教職員等の利用者の入学、着任又は異動後３か月以内に受講で

きるように、その実施体制を整備しなければならない。 

（教育実施計画の策定、教育の実施） 

第７条 情報セキュリティ管理者は、学生・教職員等の利用者が毎年度最低１回は教育を受講できるよ

うに教育実施計画を立案するとともに、その教育を実施しなければならない。 

（情報セキュリティインシデントの対応、報告手順、緊急連絡網） 

第８条 情報セキュリティ管理者は、情報セキュリティインシデントの可能性を認知した際の報告窓口

を含む本学関係者への報告手順を整備し、報告に必要な項目を含め利用者等に周知しなければならな

い。 

２ 情報セキュリティ管理者は、情報セキュリティインシデントを認知した際の学外との情報共有を含

む対処手順を予め整備しなければならない。また、認知後は直ちに情報セキュリティ責任者（学長）

に報告しなければならない。 

３ 情報セキュリティ管理者は、情報セキュリティインシデントの可能性に備え、教育研究事務の遂行

のために必要な事項に係る緊急連絡先、連絡手段等を含む緊急連絡網を整備しなければならない。 

４ 情報セキュリティ管理者は、情報セキュリティインシデントの原因を調査するとともに再発防止策

を検討し、それを報告書として情報セキュリティ責任者（学長）に報告しなければならない。 

５ 情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ管理者から情報セキュリティインシデントについて

の報告を受けた場合は、その内容を確認し、学校法人北海学園情報セキュリティ委員会（事務主幹：

本部事務局管財部情報システム課）との連携の下、再発防止策を実施するために必要な措置を指示し

なければならない。 

（情報資産の取扱い） 

第９条 情報セキュリティ管理者は、情報資産の取扱いに関して基準を整備し、教職員等へ周知しなけ

ればならない。 

第 10 条 情報資産は、機密性、完全性及び可用性の視点で、以下の基準に基づき、必要に応じて取扱

制限を行わなければならない。 

（基準１）セキュリティ侵害が学生または教職員の生命、財産、プライバシー等へ重大な影響を及ぼす

情報資産。 

（基準２）セキュリティ侵害が大学事務及び教育研究活動の実施に重大な影響を及ぼす情報資産。 

（基準３）セキュリティ侵害が大学事務及び教育研究活動の実施に軽微な影響を及ぼす情報資産。 

（基準４）影響をほとんど及ぼさない情報資産。 

第 11 条 各部局または附属機関は、前条の基準に基づき保有する情報資産の分類を行い、適正に管理

をしなければならない。 

２ 部局または附属機関は、情報資産へのアクセス権の管理等の接近の制御、持ち出しの困難化、視認

性の確保、情報資産管理に係る意識向上を図るなど、情報漏洩における人的な要因と技術的な要因の

排除に取り組まなければならない。 
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第 12 条 教職員等は、自らが担当している教育研究に係る事務の遂行以外の目的で情報資産を利用し

てはならない。 

第 13 条 教職員等は、電磁的記録媒体に保存された情報が職務上不要となった場合は速やかに情報を

消去しなければならない。また、電磁的記録媒体を廃棄する場合には、当該記録媒体内に情報が残留

した状態とならないよう全ての情報を復元できないように抹消しなければならない。 

第 14 条 教職員等は、クラウドサービスを利用する場合、クラウド事業者が自らの情報資産を預ける

に値する安心安全で信頼できるパートナーであることを慎重に確認しなければならない（認証規格の

確認等）。 

（点検・評価及び見直し） 

第 15 条 本基準の遵守状況を検証するため、情報セキュリティ管理者は情報セキュリティに関する自

己点検及び評価を実施しなければならない。 

２ 本基準の見直しに際しては、北海商科大学情報セキュリティ規程に基づき、執り行うものとする。 

 

附 則 

１．この規程は，令和 4年 4月 1日から施行する。 

２．本規程の施行をもって，北海商科大学情報セキュリティポリシーを廃止する。 

 

附 則 

   この規程は，令和 5年 7月 1日から施行する。 
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Ⅱ 北 海 商 科 大 学 大 学 院 学 則





北海商科大学大学院学則北海商科大学大学院学則

- 1 - 

 

第１章 総則 

（目 的及び使命） 

第 1 条 北海商科大学大学院(以下「本大学院」という。)は、「開拓者精神の涵養」という建学の精

神に基づき、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究め、自主的精神に満ちた、グロー

バル時代に相応しい、東アジア地域の発展に寄与する有為の人材を育成することを目的とする。 

（自己評価等） 

第 2 条 本大学院は、その教育研究水準の向上を図り、その目的及び社会的使命を達成するため、教

育研究活動の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 

２ 前項の点検及び評価に関する事項については、別に定める。 

（認証評価） 

第 3 条 本大学院は、前条の措置に加え、教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ご

とに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けるものとする。 

２ 前項に関する事項については、別に定める。 

（ファカルティ・ディベロップメント） 

第 4 条 本大学院は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に努める

ものとする。 

（情報の公表） 

第 5 条 本大学院は、教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることが

できる方法によって積極的に情報を提供するものとする。 

（大学院の課程） 

第 6 条 本大学院に、修士課程及び博士後期課程を置く。 

（修士課程） 

第 7 条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専

門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 

（博士後期課程） 

第 8 条 博士後期課程は，専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の専

門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的

とする。 

（研究科、専攻、入学定員及び収容定員） 

第 9 条 本大学院修士課程に次の研究科及び専攻を置き、入学定員及び収容定員は、次のとおりとす

る。 

 

研究科 専   攻     入学定員  収容定員 

商学研究科 ビジネス専攻 ５名 １０名 
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２ 本大学院博士後期課程に次の研究科及び専攻を置き，入学定員及び収容定員は，次のとおりとす

る。 

 

３ 研究科に関する規則は、別に定める。 

（標準修業年限及び最長修業年限） 

第 10 条 修士課程の標準修業年限は 2 年とし、4 年を超えて在学することはできない。なお、主と

して実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、教育研究上の必要があり、かつ、

昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法に

より教育上支障を生じないときは、研究科の定めるところにより、標準修業年限を 1 年以上 2 年

未満の期間とすることができる。 

２ 博士後期課程の標準修業年限は 3 年とし、6 年を超えて在学することができない。 

（学年及び授業時間） 

第 11 条 本大学院の学年は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。ただし、特別な事由によ

る場合、10 月 1 日に始まり、翌年 9 月 30 日に終わることができる。 

２ １年間の授業を行う期間は、試験等の期間を含め、35 週にわたることを原則とする。 

（学 期） 

第 12 条 学年を次の 2 期に分ける。 

前期  4 月 1 日から 9 月 30 日まで 

後期 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 

２ 特別な事由による場合、前項の学期の開始及び終了を変更することができる。 

（休業日） 

第 13 条 本大学院において授業及び研究指導を行わない日は、次のとおりとする。ただし、特別の

必要がある場合は、この限りでない。 

（1）日曜日 

（2）国民の祝日  国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する日 

（3）北海学園創立記念日  5 月 16 日 

（4）夏季休業日       8 月１日から 9 月 20 日まで 

（5）冬季休業日       12 月 23 日から翌年 1 月７日まで 

（6）春季（学年末）休業日 2 月 5 日から 3 月 23 日まで 

２ 学長は、研究科委員会の議を経て休業日を変更し、臨時休業日を設け、又は休業日に授業を行

うことができる。 

 

第２章 入学及び転入学 

（入学の時期） 

第14条 本大学院の入学の時期は、毎年4月とする。ただし、特別な事由による場合、後期から入学

研究科 専   攻     入学定員  収容定員 

商学研究科 ビジネス専攻 ２名   ６名 
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することができる。 

（入学資格） 

第 15 条 本大学院の修士課程に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

（1）学校教育法第 83 条の大学を卒業した者 

（2）外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者 

（3）大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる

者の指定(昭和 28 年 2 月 7 日文部省告示第５号)で文部科学大臣が指定した者 

（4）専修学校の専門課程（修業年限が四年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満

たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了し

た者 

（5）学校教育法第 104 条の規定により学士の学位を授与された者 

（6）大学に 3 年以上在学し、本大学院において、所定の科目、単位を優れた成績をもって修得した

ものと認められた者 

（7）その他、本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者 

２ 本大学院の博士後期課程に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

（1）修士の学位又は専門職学位（学校教育法第 104 条第１項の規定に基づき学位規則（昭和 28 年

文部省令第 9 号）第 5 条の 2 に規定する専門職学位をいう。以下同じ。）を有する者。 

（2）外国の大学において前号と同等又は同等以上の学力を有する者 

（3）大学院の入学に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者の指定（平

成元年 9 月 1 日文部省告示第 118 号）で文部科学大臣が指定した者 

（4）その他、本大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 

（入学の願い出） 

第 16 条 本大学院に入学を志願する者は、所定の書類に別表第 3 に定める検定料を添えて、学長に

願い出なければならない。再入学及び転入学についても、同じとする。 

（転入学） 

第 17 条 転入学を志願する者は、前条に掲げるもののほか、現に在学する大学院を置く大学の学長

の許可書を添付しなければならない。 

（入学の許可） 

第 18 条 本大学院に入学又は転入学しようとする者については、選考を行い、研究科委員会の議を

経て、合格者を決定する。 

２ 前項による合格者のうち、指定期日までに、別表第 3 に掲げる入学金等を納入し、所定の入学手

続を完了した者に、学長は入学の許可を与える。 

 

第３章 転学及び留学 

（転 学） 

第 19 条 他の大学院に転学しようとする者は、転学願を研究科長に提出し、学長の許可を受けなけ

ればならない。 
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（留 学） 

第 20 条 学生は、学長の許可を得て、外国の大学院又はそれに相当する教育・研究機関等に留学し、

必要な研究指導等を受けることができる。 

２ 留学を志望する者は、所定の留学許可願を研究科長に提出し、学長の許可を受けなければならな

い。 

３ 留学期間は、原則として 1 年以内とする。ただし、研究及び教育上特に必要があると認められる

ときには、その期間を延長することができる。 

４ 留学期間は、第 10 条の標準修業年限に算入する。 

５ 留学に関する規程は、別に定める。 

 

第４章 休学、退学、除籍及び再入学 

（休 学） 

第 21 条 学生は、疾病その他やむを得ない理由により、長期にわたり学修できないとき、その他特

別の事由があると認められたときは、休学願を研究科長に提出し、学長の許可により、休学する

ことができる。 

２ 前項の休学願には、理由を詳細に記載した書面を添付しなければならない。 

３ 休学は、当該学年限りとする。ただし、特別の事情がある場合には、引き続き１年に限り許可す

ることができる。 

４ 休学期間は、第 10 条の標準修業年限と同じ年数を超えることはできない。 

５ 休学期間は、標準修業年限に算入しない。 

６ 前項による休学期間中にその事由が消滅したときは、学長の許可により、復学することができる。 

（退学及び再入学） 

第 22 条 本大学院を退学しようとする者は、理由を明記した退学願を研究科長に提出し、学長の許

可を受けなければならない。 

２ 休学期間満了前に復学又は休学の願い出がない者については、休学期間満了をもって退学とする。 

３ 前項による退学者が再入学を願い出たときは、研究科委員会の議を経て、学長が許可することが

できる。再入学に当たっては、第 18 条の規定に基づき、再入学を許可する。 

（除籍及び再入学） 

第 23 条 次の各号の一に該当する者については、学長は、除籍するものとする。 

（1）修士課程にあっては第 10 条第 1 項、博士（後期）課程にあっては同条第 2 項の標準修業年限

を超えるとき 

（2）死亡したとき 

（3）行方不明になったとき 

（4）授業料等の納入を怠り、督促を受けて、なお納入しないとき 

（5）入学を辞退したとき 

２ 前項第 1 号、第 3 号又は第 4 号により除籍された者が復籍を願い出たときは、第 18 条の規定を

準用して、再入学を許可する。 
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第５章 教育方法等 

（授業科目及び単位数） 

第 24 条 本大学院に開設する修士課程及び博士後期課程の授業科目及び単位数は、別表第１及び第

２に掲げるとおりとする。ただし、他の大学院との間の単位互換制度の協定に基づき認定単位数

を別に定める場合は、この限りではない。 

（授業及び研究指導） 

第 25 条 本大学院修士課程及び博士後期課程の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対

する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。 

（指導教授及び副指導教授） 

第 26 条 修士課程及び博士後期課程の学生の研究指導に当るため、各学生に指導教授及び副指導教

授を定める。 

２ 前項の指導教授及び副指導教授は、研究科委員会において定める。 

（履修方法等） 

第 27 条 研究科における研究指導及び履修に関する規定は、別に定める。 

（単位の計算方法） 

第 28 条 授業科目の単位計算方法は、１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもって

構成することを標準とし、15 時間の授業をもって１単位とすることを基準とする。 

（授業期間） 

第 29 条 各授業科目の授業は、15 週にわたる期間を基準として行うものとする。 

（授業の方法） 

第 30 条 授業は、講義及び演習のいずれかにより、又はこれらの併用により行うものとする。 

（他の大学院における授業科目の履修等） 

第 31 条 本大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院の授業科目を履修することを

認めるものとする。 

２ 学生が他の大学院において履修した授業科目について修得した単位は、修士課程の学生にあって

は、15 単位を超えない範囲で、博士後期課程の学生にあっては、6 単位を超えない範囲で、本大

学院において修得したものとみなす。 

３ 前２項の規定は、学生が外国の大学院に留学する場合についても、準用する。また、修得したも

のとみなすことができる単位数は、合わせて 15 単位を超えないものとする。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第 32 条 研究科において、教育上有益と認めるときは、本大学院に入学した学生が、本大学院に入

学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得し

た単位を含む。）を本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなし、別に定める認

定の基準により研究科委員会の議を経て認定することができる。 

２ 前項により与えることのできる単位数は、修士課程の学生にあっては、15 単位を超えないもの

とし、博士後期課程の学生にあっては、6 単位を超えないものとする。 

３ 前条及び前項の規定に基づき本学大学院において修得したものとみなすことができる単位数は、

合わせて 20 単位を超えないものとする。 
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４ 前 3 項の規定による既修得単位の認定に関し必要な事項は、別に定める。 

（教育方法の特例） 

第 33 条 本大学院は、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は

時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

 

第６章 課程の修了要件及び学位の授与 

（単位の授与及び評価） 

第 34 条 本大学院においては、所定の授業科目を履修した者に対して試験の上単位を与える。 

２ 試験は、原則として学年末又は学期末に行う。 

３ 修士課程及び博士後期課程の学生の試験の評価は、Ａ＋、Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、Ｃ及びＤの７種

とし、Ａ＋、Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、Ｃを合格とする。 

（修士課程及び博士後期課程の修了要件） 

第 35 条 修士課程の修了要件は、本大学院の修士課程に 2 年以上在学し、東アジア関連科目のうち

2 科目 4 単位、「課題研究演習」4 単位及び「特別研究指導演習」6 単位を含む 30 単位以上修得し、

かつ、必要な研究指導を受けた上、研究科が当該修士課程の目的に応じ、本大学院の行う修士論

文の審査及び試験に合格することとする。 

ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者は、修士課程に１年以上在学すれば

足りるものとする。 

２ 博士後期課程の修了要件は、本大学院の博士後期課程に 3 年以上在学し、指導教授の「特殊研究」

（2 単位）、副指導教授の「特殊研究」（2 単位）及び指導教授の「研究指導Ⅰ～Ⅳ」（8 単位）を

含む 12 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本大学院の行う博士論文の審査及

び試験に合格することとする。 

ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、博士後期課程に１年以

上在学すれば足りるものとする。 

３ 大学院設置基準第 3条第 3項の規定により標準修業年限を 1年以上 2年未満とした修士課程を修

了した者及び同第 16 条第１項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の

博士後期課程の修了の要件については、「修士課程における在学期間に 3 年を加えた期間」と「3

年（修士課程に 2 年以上在学し，当該課程における在学期間を含む。）」とする。 

（学位の授与） 

第 36 条 修士課程又は博士後期課程の課程を修了した者には、北海商科大学学位規則の定めるとこ

ろにより、それぞれ修士又は博士の学位を授与する。 

２ 本大学院の博士後期課程を修了しない者であっても、博士論文を提出し、その審査及び試験に合

格して、本大学院博士後期課程修了者と同等以上の学力があると認められる場合には、博士の学

位を授与することができる。 

３ 北海商科大学学位規則は、別に定める。 

 

〈大学院における在学期間の短縮〉 

第 36 条の 2 研究科は、第 32 条第 1 項の規定により本学大学院に入学する前に修得した単位(学校
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教育法第 102 条第 1 項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本学大学院にお

ける授業科目の履修により修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本学大学院

の修士課程又は博士課程(博士課程後期を除く。)の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当

該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して 1 年を超えない範囲で当該研究科が定める期間

在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程については、当該課

程に少なくとも 1 年以上在学するものとする。 

2 前項の規定は、修士課程を修了した者の第 35 条第 2 項に規定する博士課程における在学期間(同

条第 2 項の規定により博士課程における在学期間に含む修士課程における在学期間を除く。)につい

ては、適用しない。 

 

第７章 賞罰 

（表 彰） 

第 37 条 学生で人物学業ともに優秀な者を、研究科委員会の議を経て、学長が表彰することができ

る。 

（奨学制度） 

第 38 条 学生育英のため、奨学制度を設ける。 

２ 奨学生規程は、別に定める。 

（個人の秘密を守る義務） 

第 39 条 学生は、本大学院の教育等を通して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。 

２ 法令による証人等となり、前項の秘密に属する事項を発表する場合には、あらかじめ学長の許可

を得なければならない。 

（懲 戒） 

第 40 条 学生が本大学院の学則に違反し、又は学生の本分に反する行為があったときは、学長がこ

れを懲戒することができる。 

２ 懲戒は、戒告、停学及び退学とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する学生に対して行うことができる。 

(1) 犯罪行為及びその他の違法行為（重大な交通法規違反） 

(2) ハラスメント等の人権を侵害する行為 

(3) 試験等における不正行為及び論文等の作成における学問的倫理に反する行為 

(4) 情報倫理に反する行為 

(5) 学問的倫理に反する行為 

(6) 学生の学習、研究および教職員の教育研究活動等の正当な活動を妨害する行為 

(7) 本学の名誉又は信用を著しく傷つける行為 

(8) その他学生としての本分に反する行為 

 

第８章 授業料等、授業料等の免除 

（授業料等） 

第 41 条 学生は、別表第 3 に掲げる額の入学金、授業料及び教育充実費を、別に定めるところによ
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り、納入しなければならない。 

２ 特別の事情により、授業料及び教育充実費の納入が困難な場合は、学生は、別に定めるところに

より、当該納入金を延納することができる。 

３ 休学者は、その期間中の授業料及び教育充実費の納入を免除する。ただし、別表による各分納期

の途中で休学、退学する場合は、その期の授業料及び教育充実費の納入を免除しない。 

４ 本大学院学則第 10 条に定める標準修業年限又は修了年限を超えて在学する者が９月に課程

を修了した場合は、別表第 3 に掲げる納入金のうち，第 2 期分の授業料・教育充実費を免除

する。 

（入学検定料等の不返還） 

第 42 条 既に納入した入学検定料、入学金、授業料及び教育充実費は、返還しない。 

 

第９章 運営組織 

（研究科委員会） 

第 43 条 研究科に、研究科委員会を置く。 

２ 研究科委員会は、授業科目を担当する専任の教員をもって組織する。 

３ 研究科委員会は、研究科長が招集し、その議長となる。 

（研究科長） 

第 44 条 研究科に、研究科長を置く。 

２ 研究科長は、研究科の専任教授をもって充て、研究科を統括する。 

３ 研究科長の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 選出方法及び職務については、別に定める。 

（研究科委員会の審議事項） 

第 45 条 研究科委員会は、研究科に関する次の各号に掲げる事項を審議する。 

（1）研究科の組織に関する事項 

（2）教育研究の指導に関する事項 

（3）教員の選考に関する事項 

（4）学生の入学、表彰に関する事項 

（5）試験及び修士論文又は博士論文の審査に関する事項 

（6）その他研究科に関する重要な事項 

２ 研究科委員会は、前項に掲げる事項のうち第１号から第５号までの事項及びその他学長が定め

る事項について審議し、又は学長の求めに応じて意見を述べるものとする。 

 

第 10 章 研究生、委託生、科目等履修生及び外国人学生 

（研究生） 

第 46 条 本大学院への入学を目的に特定事項につき研究を行なおうとする者があるとき、又は大学

院修士課程、博士後期課程の修了者で、本大学院において特定事項につき研究を行なおうとする

者があるとき、学長は、学生の教育に支障がない限り、研究科委員会の選考を経て、研究生とし

て入学を許可することができる。 
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２ 前項に定めるもののほか、研究生に関し必要な事項は、研究科委員会の議を経て、学長が定める。 

（委託生） 

第 47 条 公の機関又は団体等から、本大学院において研究指導を受けさせるため、その職員を委託

されたときは、学長は、学生の教育に支障がない限り、研究科委員会の議を経て、委託生として、

これを許可することができる。 

２ 前条第２項の規定は、委託生について準用する。 

（特別科目等履修生） 

第 48 条 本大学院において、特定の授業科目を履修する他の大学院の学生があるときは、本大学院

の学生の教育に支障のない限り、当該他大学院との協議に基づき、特別科目等履修生としてその

履修を認めることができる。 

２ 前項に定めるもののほか、特別科目等履修生に関し必要な事項は、研究科委員会の議を経て、学

長が定める。 

（一般科目等履修生） 

第 49 条 本大学院の修士課程の特定の授業科目の履修を希望する者があるときは、学長は、学生の

教育に支障がない限り、研究科委員会の議を経て、一般科目等履修生としてこれを許可すること

ができる。 

２一般科目等履修生が授業科目の試験に合格したときは、証明書を交付する。 

３ 前項に定めるもののほか、一般科目等履修生に関し必要な事項は、研究科委員会の議を経て、学

長が定める。 

（外国人学生） 

第 50 条 外国人で第 15 条各号の一に該当する者の入学の願い出があるときは、学長は、研究科委員

会の選考を経て、外国人学生として入学を許可することができる。 

２ 外国人の入学手続については、別に定めるところによる。 

（受講料等） 

第 51 条 研究生、委託生、特別科目等履修生、一般科目等履修生は、別表第 4 に掲げる金額を納入

しなければならない。 

２ 単位互換協定校又は海外との学生交流協定に基づく特別科目等履修生及び外国人学生の検定料、

入学金、受講料は所定の手続きを経て不徴収とする。 

３ 外国人学生の納入金は、別表第 3 及び第 4 に掲げる金額と同額とする。 

（適用除外） 

第 52 条 研究生、委託生、特別科目等履修生、一般科目等履修生及び外国人学生については、この

章で定めるもののほかは、適用除外項目を除いて、この学則を準用する。 

 

附 則 

この学則は、平成 23 年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成 25 年４月１日から施行する。 
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附 則 

この学則は、平成 25 年 10 月１日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成 27 年４月１日から施行する。 

２ 第 35 条第１項及びその別表１は、平成 25 年度１年次入学者から適用し、平成 24 年度

以前の入学者については従前の規定による。 

附 則 

１ この学則は、平成 28 年４月１日から施行する。 

２ 第 41 条の別表 3 と第 51 条の別表 4 は、平成 28 度１年次入学者から適用し、平成 27 年

度以前の入学者については従前の規定による。 

附 則 

１ この学則は、平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成 31 年４月１日から施行する。 

２ 第 35 条は、平成 30 年度１年次入学者から適用し、平成 29 年度以前の入学者について

は従前の規定による。 

附 則 

１ この学則は、令和 3 年４月１日から施行する。 

２ 第 10 条、第 31 条、第 32 条、第 36 条の 2、は、令和 3 年度１年次入学者から適用し、

令和 2 年度以前の入学者については従前の規定による。 

附 則 

１ この学則は、令和 5 年４月１日から施行する。 
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別別表表１１  

商学研究科修士課程 

 授 業 科 目 名 単位数 

1．北東アジアコミュニケーション関連科目  

 

アジア語学特殊講義（中国語） 2 単位 

アジア語学特殊講義（韓国語） 2 単位 

中国文化論特殊講義 2 単位 

韓国文化論特殊講義 2 単位 

日本経済論特殊講義 2 単位 

2．東アジア関連科目  

 

東アジア経済論特殊講義 2 単位 

東アジア市場論特殊講義 2 単位 

東アジア地域振興論特殊講義 2 単位 

東アジアビジネス論特殊講義 2 単位 

アメリカビジネス特殊講義 2 単位 

3．商 学 関 連 科 目  

 

商業政策論特殊講義 2 単位 

物流システム論特殊講義 2 単位 

経営分析論特殊講義 2 単位 

流通戦略論特殊講義 2 単位 

国際金融システム論特殊講義 2 単位 

マーケティング特殊講義 2 単位 

税務会計論特殊講義 2 単位 

管理会計論特殊講義 2 単位 

経営管理論特殊講義 2 単位 

4．観光産業関連科目  

 

観光産業論特殊講義 2 単位 

観光振興論特殊講義 2 単位 

観光情報システム論特殊講義 2 単位 

観光調査論特殊講義 2 単位 

観光環境論特殊講義 2 単位 

地域開発環境論特殊講義 2 単位 

地域開発システム論特殊講義 2 単位 

5．課題研究関連科目  

 
課題研究演習 I 2 単位 

課題研究演習Ⅱ 2 単位 
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 授 業 科 目 名 単位数 

5．課題研究関連科目  
 特別研究指導演習 I  2 単位 

 特別研究指導演習Ⅱ 2 単位 

 特別研究指導演習Ⅲ 2 単位 

6．特別講義科目  
 特別講義 2 単位 

 

別別表表２２  

商学研究科博士後期課程 

 授 業 科 目 名 単位数 

1．グローバルビジネス研究科目  

 
アメリカビジネス特殊研究 2 単位 

東アジアビジネス特殊研究 2 単位 

2．コマース・ビジネス関連研究科目  

 

マーケティング・流通システム特殊研究Ⅰ 2 単位 

マーケティング・流通システム特殊研究Ⅱ 2 単位 

交通・物流システム特殊研究Ⅰ 2 単位 

交通・物流システム特殊研究Ⅱ 2 単位 

3．観光産業振興戦略関連研究科目  

 

観光振興政策特殊研究Ⅰ 2 単位 

観光振興政策特殊研究Ⅱ 2 単位 

地域観光振興特殊研究Ⅰ 2 単位 

地域観光振興特殊研究Ⅱ 2 単位 

4．研究関連特殊科目  

 

研究関連特殊研究Ⅰ 2 単位 

研究関連特殊研究Ⅱ 2 単位 

研究関連特殊研究Ⅲ 2 単位 

研究関連特殊研究Ⅳ 2 単位 

東アジア経済論特殊研究 2 単位 

5．研究指導科目  

 

研究指導Ⅰ 2 単位 

研究指導Ⅱ 2 単位 

研究指導Ⅲ 2 単位 

研究指導Ⅳ 2 単位 
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別別表表３３  

（（１１））  修修士士課課程程  

区分 研究科 金額 

入学検定料 商学研究科      ３０，０００円 

入学金 商学研究科 ２００，０００円 

授業料 商学研究科 年額  ８７２，０００円 

教育充実費 商学研究科 年額  １００，０００円 

 

（（２２））  第第 3333 条条にに基基づづくく特特例例学学生生  

区分 研究科 金額 

入学検定料 商学研究科      ３０，０００円 

入学金 商学研究科 １００，０００円 

授業料 商学研究科 年額  ４３６，０００円 

教育充実費 商学研究科 年額   ５０，０００円 

 

（（３３））  博博士士（（後後期期））課課程程  

区分 研究科 金額 

入学検定料 商学研究科      ３０，０００円 

入学金 商学研究科 ２００，０００円 

授業料 商学研究科 年額  ８７２，０００円 

教育充実費 商学研究科 年額  １００，０００円 

  

（（４４））  第第 3333 条条にに基基づづくく特特例例学学生生 

区分 研究科 金額 

入学検定料 商学研究科      ３０，０００円 

入学金 商学研究科 １００，０００円 

授業料 商学研究科 年額  ４３６，０００円 

教育充実費 商学研究科 年額   ５０，０００円 

 

授業料，教育充実費，実験実習費及び学生諸費の納入期限は，次のとおりとする。 

第１期 ４月 20 日 

第２期 ９月 30 日 

ただし，新入学生及び再入学，復籍を許可された者に限り第１期分の授業料等は、 

所定の期日までに納入しなければならない。 
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平成 28 年度より、入学金の取扱いについては、次のとおりとする。 

1． 本学・本学大学院および北海学園大学・北海学園大学大学院を卒業後、本学大学院修士課程へ

入学するときは、入学金を免除する。ただし、２部卒業生などで以前納入した入学金との差額が

ある場合は、その差額を徴収する。 

2．本学大学院および北海学園大学・北海学園大学大学院修士課程終了後、博士（後期）課程へ入学

するときは、入学金を免除するが、２部卒業生などで以前納入した入学金との差額がある場合は、

その差額を徴収する。 

  

別別表表４４  

（（１１））研研究究生生 

区分 研究科 金額 

審査料 商学研究科 １５，０００円 

入学金 商学研究科 ５０，０００円 

受講料 商学研究科 ２１８，０００円 

 

＊本学の卒業生及び北海学園大学の卒業生の入学金は免除。ただし、２部卒業生などで 

以前納入した入学金との差額がある場合は、その差額を徴収する。 

＊第２期以降入学者の場合、受講料については、半額とする。 

  

（（２２））委委託託生生 

区分 研究科 金額 

検定料 商学研究科 ３０，０００円 

入学金 商学研究科 ５０，０００円 

受講料 商学研究科 １単位 ８，０００円 

 

＊本学卒業生の入学金は免除。 

＊第２期以降入学者の場合、受講料については、半額とする。 

 

（（３３））特特別別科科目目等等履履修修生生  

区分 研究科 金額 

検定料 商学研究科 ３０，０００円 

入学金 商学研究科 ５０，０００円 

受講料 商学研究科 １単位 ８，０００円 

 

＊所属大学との協議により定める。 
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（（４４））一一般般科科目目等等履履修修生生 

区分 研究科 金額 

検定料 商学研究科 ３０，０００円 

入学金 商学研究科 ５０，０００円 

受講料 商学研究科 １単位 ８，０００円 

 

＊本学の卒業生及び北海学園大学の卒業生の入学検定料、入学金は免除 

＊第２期以降入学者の場合、受講料については、半額とする。 
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第 1 条 本規程は、北海商科大学大学院学則第 9条の 3 項及び第 27 条により、商学研究科(以下「本

研究科」という。)に関する事項（研究指導及び履修等に関する事項）を定める。 

第 2 条 修士課程の標準修業年限は 2 年、博士後期課程の標準修業年限は 3年とする。ただし、優れ

た研究業績を上げた学生は、修士課程の修業年限を１年以上 2 年未満の期間とすることができる。 

２ 学生は、修士課程には 4 年、博士後期課程には 6年をこえて在学することはできない。 

第 3 条 本研究科の授業科目及び単位は、北海商科大学大学院学則別表 1、別表 2 とし、その履修方

法等については、北海商科大学大学院学則の定めによるほか、本規程による。ただし、他の大学

院との間の単位互換制度の協定に基づき、認定単位数を定める場合は、その定めによる。 

第 4 条 学生は、第 10 条に定める期間内に所定の授業科目を履修し、修士課程にあっては 30 単位以

上、博士後期課程にあっては 12 単位以上を修得しなければならない。 

２ 学生は、第 10 条に定める期間内に修士論文又は博士論文を研究科長に提出しなければならない。 

第 5 条 本大学院学則 26 条により、学生の指導教授は、本研究科委員会が定める。本研究科委員会

は、特別な理由がある場合には、指導教授を変更することができる。 

第 6 条 修士課程の学生は、1 年次で指導教授及び副指導教授の担当する特殊研究 4 単位、指導教授

の担当する課題研究演習 4 単位、2 年次で指導教授の担当する特別研究指導演習 6 単位を、また

博士後期課程の学生は、1 年次で指導教授及び副指導教授の担当する特殊研究を 4 単位及び指導

教授の担当する研究指導 2 単位、2 年次で指導教授の担当する研究指導 4単位、3年次で指導教授

の担当する研究指導 2単位を履修しなければならない。 

２ 学生は、指導教授及び本研究科委員会の承認を得て、他の大学院の授業科目を履修することがで

きる。ただし、本項の規定により履修した授業科目の単位のうち本研究科課程修了に必要な単位

として認められるのは、10 単位を限度とする。 

３ 北海商科大学大学院学則第 32 条により認定を受けた単位数は、前項により与えることのできる

単位数とは別に 10 単位を限度とする。 

４ 転入学生が他の大学院で履修して修得した単位の認定については、10 単位を限度として本研究

科委員会が行う。 

第 7 条 大学院設置基準第 14 条に基づき入学した社会人特例学生は、標準修業年限の全期間にわた

って夜間で履修することができる。 

２ 修士課程の社会人特例学生が昼間開講科目を修得できる単位数は、原則として 16 単位、また博

士後期課程の学生は、6単位をこえないものとする。 

第 8 条 学生は、学年の始めに指導教授の指導を受けて履修科目を定め、所定の手続きにより、指定

された期間に履修登録を行わなければならない。ただし、他の大学院との間の単位互換制度の協

定に基づき授業科目を履修する場合は、あらかじめ本研究科委員会に願い出て、許可を受けなけ

ればならない。 

２ 履修登録した授業科目の変更は、認めない。 

３ 成績の判定は、履修登録した授業科目についてのみ行う。 
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第 9 条 修士論文の提出期限は、修士課程第 2 年次以降、毎学年１月 20 日までとし、博士課程の提

出期限は、博士後期課程第 3 年次以降、毎学年 3年次以降、毎学年 12 月 5 日までとする。 

２ 修士論文及び博士論文は、指導教授の指導を受けて作成し、定められた期間内に履歴書２通を添

えて、研究科長に提出しなければならない。 

３ 修士論文及び博士論文は 1 編とし、正 1通、副 2 通を提出するものとする。 

第 10 条 所定の単位を修得し、かつ、修士論文又は博士論文を提出した者につき、提出された論文

を中心として口頭又は筆記による最終試験を行う。 

第 11 条 教員の異動、長期にわたる外国出張、その他やむをえない事情のあるときは、本研究科委

員会の議を経て、適宜の措置を講ずることができる。 

 

附 則 

この規程は、平成 23 年４月１日から施行する。 

附 則 
１ この規則は、平成 31 年４月１日から施行する。 

２ 第 2 条は、平成 30 度１年次入学者から適用し、平成 29 年度以前の入学者については従

前の規定による。 
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第１条 北海商科大学大学院（以下「本大学院」という。）学則第48条に基づき、科目等履修生に関す

る事項を定める。

第２条 科目等履修生を志願することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

⑴ 学校教育法第52条の大学を卒業した者

⑵ 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

⑶ 大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者

の指定（昭和28年２月７日文部省告示第５号）で文部科学大臣が指定した者

⑷ 学校教育法第68条の２第３項の規定により学士の学位を授与された者

⑸ その他本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

第３条 科目等履修生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。

第４条 科目等履修生を志願する者は、次の各号に定める書類に、本大学院学則別表（以下「別表」と

いう。）第３に定める検定料を添えて、学長に願い出なければならない。

⑴ 科目等履修生入学願書

⑵ 科目等履修生入学出願理由書

⑶ 最終学校の成績証明書及び卒業証明書

⑷ 科目等履修生カード

第５条 科目等履修生の選考は、研究科委員会の議を経て、合格者を決定する。

第６条 科目等履修生の選考に合格した者のうち、指定期日までに、別表第３に定める入学金及び受講

料等を納入し、所定の入学手続を完了した者に、学長は、入学の許可を与える。

第７条 科目等履修生が履修できる期間は、許可した年度に限るものとする。

第８条 科目等履修生が履修することのできる授業科目は、教育に支障のない限り、研究科委員会が許

可するものとする。

第９条 科目等履修生が１年間に履修できる単位数は、研究科委員会の定めるところによる。

第10条 科目等履修生は、その履修した授業科目につき、試験に合格したうえで単位の認定を受けるこ

とができる。

２ 修得単位の認定は、研究科委員会の議を経て、決定する。

３ 合格した授業科目については、本人の願い出により、単位修得証明書又は科目等履修生証明書を交

付することができる。

第11条 科目等履修生が退学しようとするときは、理由を明記した退学願を研究科長に提出し、研究科

委員会の議を経て、学長の許可を受けなければならない。

第12条 科目等履修生が、本大学院の学則に違反し、又はその本分に反する行為があったときは、研究

科委員会の議を経て、学長は、科目等履修生の許可を取り消すものとする。

第13条 科目等履修生について、本規程で定めるもののほかは、本大学院の学則（ただし、第６章の規

定を除く。）その他本大学院の学生に関する規定を準用する。

附 則

この規程は、平成23年４月１日から施行する。
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北海商科大学大学院授業料等に関する規程北海商科大学大学院授業料等に関する規程
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第１条 北海商科大学大学院学則第45条第３号に基づき、次の資格審査基準を設けるものとする。

第２条 大学院の研究指導担当者の資格は、原則として、次のいずれかに該当する大学教員である者と

する。

２ 修士課程を担当する教員にあっては、次のいずれかに該当し、担当する専門分野に関し、高度の教

育研究上の指導能力があると認められる者とする。

⑴ 博士の学位を有し、研究上の業績を有する者

⑵ 研究上の業績が⑴に準ずると認められる者

⑶ 計画・設計・デザイン等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者

⑷ 専門分野について、特に優れた知識及び経験を有する者

３ 博士後期課程を担当する教員にあっては、次のいずれかに該当し、担当する専門分野に関し、高度

の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。

⑴ 博士の学位を有し、研究上の業績を有する者

⑵ 研究上の業績が⑴に準ずると認められる者

⑶ 専門分野について、特に優れた知識及び経験を有する者

第３条 次の各項のいずれかに該当する者を大学院の授業及び研究指導担当者に選任することができる

ものとする。

２ 修士課程にあっては、教授又は准教授の職にある者であって、前条第２項に該当すると認められる

者とする。

３ 博士後期課程にあっては、原則として、教授の職にある者であって、前条第3項に該当すると認め

られる者とする。

附 則

この規程は、平成23年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成28年４月１日から施行する。
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北海商科大学大学院研究科長の任期及び選考並びに職務に関する規程北海商科大学大学院研究科長の任期及び選考並びに職務に関する規程

（趣旨） 

第１条 この規則は、北海商科大学大学院学則第 44 条第４項に規定する研究科長の選出方

法及び職務に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （任期） 

第２条 研究科長の任期は、２年とする。 

２ 研究科長は、再任されることができる。ただし、引き続き４年を超えて在任することは

できない。 

３ 任期の途中で研究科長の交代があった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 研究科長に対して、研究科委員会の構成員の 3分の 2以上の異議があるときは、学長は

再考しなければならない。研究科長の任期途中にあっても、このリコール権は保持される。 

 （選考の事由） 

第３条 研究科長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。 

 (1) 研究科長の任期が満了するとき。 

 (2) 研究科長の辞任を学長が理事長に申し出たとき。 

 (3) 研究科長が前２号以外の事由で欠員となったとき。 

 （選考の時期） 

第４条 研究科長候補者の選考は、前条各号に規定する事由により、それぞれ次の期間内に

行うものとする。 

 (1) 前条第１号による場合は、任期満了日前１月までに選考を完了する。 

 (2) 前条第２号又は第３号による場合は、その事由が生じた後速やかに行う。 

 （選考の基準） 

第５条 研究科長候補者は、人格が高潔で学識に優れ、かつ、教育行政に関し識見を有し、

研究科長としての職務を掌理し得る者でなければならない。 

 （研究科長候補者の選考） 

第６条 学長は、前条に規定する研究科長の選考基準に従って、当該研究科の専任教授の中

から研究科長候補者を選考し、理事会に推薦するものとする。 

２ 学長は、研究科長候補者の選考に当たり、当該研究科委員会から意見を聴くものとする。 

（職務） 

第 7条 研究科長は学長の職務を補佐し、研究科を統括する。 

第 8 条 研究科長は学術教育・学術研究等の充実に関する業務の執行に責任を持ち、学内

の諸機構と相互に連絡し合う。 

第 9条 研究科長は学則に定めるところに従い、所管業務を掌る。 

 

附 則 

この規則は、令和５年 1月 27日から施行する。 
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第 1 条 この規程は、北海商科大学学位規則第 3 条第 3 項に基づき審査手数料に関する事

項を定める。

第 2 条 審査手数料は、次のとおりとする。

１ 博士後期課程において 3 年以上在学し、所定の研究指導を受けた者で、退学後 3 年を

超えて学位論文を提出するもの。 100,000 円
２ 本学卒業生、本学大学院修士課程修了者、本学園教職員。 100,000 円
３ 学外者。 200,000 円

第 3 条 審査手数料は、提出された学位論文審査願により受理され、学位申請書提出時に

納入するものとする。

第 4 条 既納の審査手数料は、これを還付しない。

 附　則

この規程は、平成 27 年 12 月 1 日より施行する。 

北海商科大学大学院学位論文審査手数料の取り扱いに関する規程北海商科大学大学院学位論文審査手数料の取り扱いに関する規程
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Ⅲ 北 海 商 科 大 学 学 位 規 則





- 1 - 

（授与する学位） 

第１条 北海商科大学（以下「本学」という。）が授与する学位は、次のとおりとする。 

商学部    商学科     学 士（商学） 

観光産業学科  学 士（商学） 

商学研究科 ビジネス専攻  修 士 (商学)  博士 (商学) 

（学位の授与の要件） 

第２条 学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。 

２ 修士の学位は、本学の大学院(以下「本大学院」という。)の修士課程を修了した者に授与

する。 

３ 博士の学位は、本大学院の博士(後期)課程を修了した者に授与する。 

４ 前項の規定にかかわらず、博士の学位は，本大学院博士(後期)課程を修了しない者であっ

ても、博士論文を提出して、その審査に合格し、かつ、その関係専攻分野に関し本大学院博

士(後期)課程修了者と同等以上の学力を有することを試験により確認された場合には、授与

することができる。 

５ 本大学院の博士(後期)課程に所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必

要な研究指導を受けて退学した者が、再入学せずに論文を提出するときは、前項の規定によ

るものとする。ただし、退学したときから 3 年以内に提出する場合に限り，審査手数料の納

入を免除する。 

（論文の提出） 

第３条 修士論文は、在学第 2 年次以降において、指定する期間内に、研究科長に提出しなけ

ればならない。 

２ 博士論文は、在学第 3 年次以降において指定する期間内に，研究科長に提出しなければな

らない。 

ただし、優れた研究業績を上げた者は、修士課程に１年以上在学し、所定の科目について

20 単位以上修得すれば提出することができる。 

３ 前条第 4 項の規定により博士の学位の授与を申請する者は、所定の博士学位申請書、研究

業績一覧表、博士論文の要旨、履歴書及び別に定める審査手数料を添えて，博士論文を研究

科長に提出しなければならない。 

４ 提出する論文は１編とし、正副 3 通を提出するものとする。 

５ 提出した論文及び納入した審査手数料は、返還しない。 

（論文の審査及び試験） 

第４条 修士論文の審査及び試験は、「学位規則」(昭和 28 年文部省令第 9 号)第 3 条に定めと

ころを基準として行うものとする。 

２ 博士論文の審査及び試験は，「学位規則」（昭和 28 年文部省令第９号）第 4 条に定めるとこ

ろを基準として行うものとする。 

３ 論文の審査及び試験に関し必要な事項は、研究科委員会の議を経て、研究科長が定める。 

北海商科大学学位規則北海商科大学学位規則
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（論文の審査） 

第５条 修士論文及び博士論文の審査は、研究科の審査委員会が行う。 

２ 前項の審査委員会は、原則として、研究科委員会に所属する 3 人の委員をもって構成する。

第 2 条第 2 項、第 3 項に定める学位論文の審査のための審査委員会には、学位申請者の指導

教授を加えるものとする。 

３ 第 2 条第 2 項、第 3 項に定める学位論文の審査は、原則として在学期間内に終了するもの

とし、第 2 条第 4 項及び第 5 項に定める博士論文の審査は、その提出から１年以内に終了す

るものとする。 

（試 験） 

第６条 試験は、審査委員が筆記又は口頭で行う。 

２ 試験は、修士論文又は博士論文の内容を中心として行う。 

３ 第 2 条第 4 項に定める学力を確認するための試験は、博士論文の内容、関連する専攻分野

の科目及び外国語について行う。ただし、学位申請者の経歴、研究上の業績から優れた学力

が認められる場合は、関連する専攻分野の科目及び外国語についての試験を免除することが

できる。 

（審査等の報告） 

第７条 修士論文又は博士論文の審査及び試験が終了したときは、審査委員会は、その結果を、

修士論文又は博士論文試験の要旨を記載した書面により、研究科委員会に報告しなければな

らない。 

２ 審査を終了した修士論文又は博士論文は、おおむね１週間、研究科委員会の委員に対して

公開するものとする。 

３ 研究科長は、研究科委員会の委員に対し、修士論文又は博士論文の提出者の氏名、修士論

文又は博士論文の題目、公開の期間及び場所その他必要な事項を、公開期間前７日までに書

面をもって通知しなければならない。 

（合格又は不合格の決定） 

第８条 修士論文及び博士論文並びに試験の合格又は不合格は、研究科委員会において決定す

る。 

２ 前項の研究科委員会は、委員総数の３分の２以上の者が出席しなければ、開催することが

できない。 

３ 第１項の合格の決定は、研究科委員会の委員の出席者の３分の２以上の者が賛成すること

を必要とする。 

（合格者の報告） 

第９条 修士論文及び博士論文並びに試験の合格者が決定したときは、研究科長は、遅滞なく、

その旨を学長に報告しなければならない。 

２ 前項の報告には、修士論文又は博士論文の審査及び試験の結果の要旨並びに履歴書２通を

添付しなければならない。 

（学位の授与及び学位記） 

第 10 条 学長は、教授会の議を経て、本学学則第 28 条の定める単位を修得した者に、第１条

に該当する学士の学位を授与する。 
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２ 学長は、本大学院研究科委員会の議を経て、修士論文又は博士論文の審査及び試験の合格

者に対し、第１条に該当する学位を授与する。 

３ 学位記は、別記様式のとおりとする。 

(論文要旨等の公表） 

第 11 条 当研究科は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から 3 ケ月

以内に、その学位論文の内容の要旨及び審査の概要をインターネットの利用により公表する

ものとする。 

２ 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から１年以内に、当該博士

の学位の授与に関する論文の全文を公表しなければならない。ただし、当該博士の学位を授

与される前にすでに公表している場合は，この限りではない。 

３ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむをえない理由がある場合に

は、研究科委員会の承認を得て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容

を要約したものを公表することができる。この場合において、本大学は、その論文の全文を

求めに応じて閲覧に供するものとする。 

４ 博士の学位を授与された者が行う第 2 項の規定による公表は、本大学の機関リポジトリＨ

ＯＫＵＧＡ（以下「ＨＯＫＵＧＡ」という。）を活用して、インターネットの利用により行

うものとする。 

５ 第 2 項の規定にもかかわらず、博士の学位を授与された者がＨＯＫＵＧＡ以外の形態によ

って公表する場合には、本大学が授与した学位に関する論文またはその要旨である旨を明記

しなければならない。 

（学位の取消） 

第 12 条 学位を授与された者が、次の各号の一に該当するときは、学長は、教授会又は研究科

委員会の議を経て、授与した学位を取り消すものとする。 

（1）不正な方法により学位を受けた事実が判明したとき 

（2）学位を授与された者にその名誉を汚辱する行為があったとき 

２ 前項の規定により学位を取り消された者は、その学位記を本学に返さなければならない。 

（規則の改正） 

第 13 条 この規則の改正は、教授会又は研究科委員会の議を経て行う。 

 

附 則 

この規則は、平成 23 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 25 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成 28 年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規則は、平成 31 年４月１日から施行する。 

―　149　―



- 4 - 

２ 第 3 条は、平成 30 度１年次入学者から適用し、平成 29 年度以前の入学者について

は従前の規定による。 
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別紙様式

１ (本学を卒業した場合の卒業証書・学位記）

２ (修士課程を修了した場合の学位記）

卒
業
証
書
・
学
位
記

印

氏
名

年

月

日
生

本
学
所
定
の
課
程
を
修
め
て

本
学
を
卒
業
し
た
こ
と
を

認
め
学
士
（
商
学
）
の
学
位
を

授
与
す
る年

月

日

北
海
商
科
大
学
長

○
○
○
○

印

学
第
○
○
○
○
号

学

位

記

印

氏
名

年

月

日
生

本
学
大
学
院
商
学
研
究
科

ビ
ジ
ネ
ス
専
攻
の
修
士
課
程
を

修
了
し
た
の
で
修
士
（
商
学
）
の

学
位
を
授
与
す
る

年

月

日

北
海
商
科
大
学
長

○
○
○
○

印

修
第
○
○
○
○
号
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３ (博士後期課程を修了した場合の学位記）

学

位

記

印

氏
名

年

月

日
生

本
学
大
学
院
商
学
研
究
科

ビ
ジ
ネ
ス
専
攻
の
博
士
課
程
を

修
了
し
た
の
で
博
士
�商
学
）の

学
位
を
授
与
す
る

年

月

日

北
海
商
科
大
学
長

○
○
○
○

印

博
第
○
○
○
○
号
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学位論文（論文博士）提出要項 
 

北海商科大学大学院商学研究科 

 

 

1．論文審査手続 

 

博士の学位は、次の手続を経て授与される。 

 

(1)学位申請資格の審査について 

①紹介教授との協議 

②北海商科大学大学院学則第 35 条第 2 項及び商学研究科博士論文に関する規程第 2 条の条件

を満たしていること。 
③学位申請資格審査出願手続（書類提出） 

学位申請資格審査願、学位申請論文、学位申請論文概要（参考論文等を含む）、論文目録、履

歴書、研究歴に関する証明書、最終学校の卒業（修了）証明書及び成績証明書 

④学位申請資格審査委員会の設置 

⑤学位申請資格審査結果の報告（原則として出願後 2 か月以内） 

 

(2)学位論文審査関係 

①指導（担当）教員、研究科委員長と紹介教授との協議 

②学位申請書類提出の確認 

学位申請審査願、学位申請論文、学位論文概要、参考論文（特に必要としないが、審査に関

係あると思われる場合は、提出してもよい）、論文目録、履歴書、研究歴に関する証明書、大学

院博士課程に在学したことのある者は在学期間証明書及び単位修得証明書 

③学位論文審査委員会の設置 

④学位授与資格審査（審査委員会による口頭試問。専攻学術及び外国語に関する学力の確認を

口頭あるいは筆答によって行う場合もある）。 

⑤学位授与 

研究科委員会において決定する。 

学位授与は、原則として 3 月または 9 月に行う。 

⑥閲覧及び口頭発表 

学位論文は、商学研究科博士後期課程担当教員に閲覧される。口頭発表は研究科内において

公開する。 

⑦審査手数料は、次のとおりとする。 
１ 本学卒業生、本学大学院修士課程修了者及び博士後期課程において 3 年以上在学し、所定

の研究指導を受けた者で、退学後 3 年を超えて学位論文を提出する者。 
本学園教職員。 100,000 円 

２ 学外者。    200,000 円 
※一旦納入した学位論文審査手数料は、返還できませんので注意してください。 
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2．提出要領・提出書類一覧 

 
（1）学位申請関係書類の提出については、特に制限せず、随時受け付ける。 

（2）提出書類等は、原則として返却しない。但し、あらかじめ申し出があったときは、論文な

どを返却することがある。 

 

学位申請資格の審査関係提出書類一覧    

提出書類名 提出部数 摘要 

①学位申請審査願 1 部 様式 1-1 

②学位申請論文 3 部  

③学位論文概要 

（字数制限を設けないが、和文 5,000 字

以内に相当するものとする） 

3 部 様式 1-2 

Ａ4 判、縦位置、横書で作成

すること  

④参考論文等 各 3 部 必要と判断される場合 

⑤論文目録 3 部 様式 1-3 

Ａ4 判、縦位置、横書とする

こと。 

⑥履歴書 1 部 様式 1-4 

⑦研究歴に関する証明書 1 部 様式 1-5 

⑧最終出身学校の卒業（修了）証明書及

び成績証明書 

各 1部  

 

＊学位申請に必要な用紙は、本誌にとじ込みの用紙を使用すること（本学大学院公開インター

ネットからダウンロードすること）。 

＊詳細は、3.書類作成要領を参照すること。 

 

3．書類作成要領 

 

①①学学位位申申請請審審査査願願（（論論文文博博士士審審査査願願））（（様様式式 11--11))  

ア 所定の様式にワープロを用いて、和文、英文または漢文で記載すること。 

イ 紹介教授承認欄に承認印を得ること。 

②②学学位位申申請請論論文文  

ア 和文、英文または漢文で作成すること。 

イ 用紙は、Ａ4 判（ 210 x 297mm ）とすること。 

ウ 印刷は白色上質紙にコンピュータで印字することが望ましい。 

エ すでに著書等として発表済みのものは、出版された著書そのものを提出すること。 

オ 審査用として 3 部提出すること。 

③③学学位位申申請請論論文文概概要要（（様様式式 11--22))  

ア 和文、英文または漢文で作成すること。 

イ 和文 5,000 字以内またはそれに相当する分量の英文または漢文を、Ａ4 判、縦位置、横

書で作成し、提出すること。 
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④参考論文等 

学位申請論文に関係する論文で、提出が必要と判断される場合、印刷公表された論文の別

刷またはコピーを提出すること。印制公表されていない場合は、投稿原稿または校正刷（コ

ピー可）を提出し、印刷公表が確実である旨の証明書（コピー可）を末尾に添付すること。 

⑤論文目録（様式 1-3) 

ア Ａ4判、縦位置、横書とすること。 

イ 論文目録は、論文の公表順に記載すること。 

⑥履歴書（様式 1-4) 

ア 所定の用紙を用い、和文、英文または漢文で作成すること。 

イ 氏名は、戸籍のとおりに記載すること。 

ウ 氏名欄には、押印または署名すること。 

エ 現住所は、詳しく（たとえば、アパートの室番まで）記載すること。 

オ 学歴は、高等学校卒業から最終学歴に至るまでの、学部・学科・研究科・専攻などの入

学、卒業、修了等が明らかになるように正式名称で記載すること。 

カ 職歴は、勤務先、職種等を、年次を追って記載する。現職については、行末に「（現在に

いたる）」と付記すること。 

キ 研究歴欄には、次の事項について、該当するものがあれば記載すること。 

・研究所、会社等で研究に従事した部門に関すること。 

・研究課題等に関すること。 

・共同研究に関すること。 

・研修等に関すること。 

・学術調査等に関すること。 

・学術奨励金等に関すること。 

・学会等に関すること。 

⑦研究歴に関する証明書（様式 1-5) 

履歴書の研究歴欄の内容について、証明を行うにふさわしい立場の者の証明を受けること。 

⑧最終出身学校の卒業（修了）鉦明書及び成績証明書 

最終出身学校において、卒業（修了）証明書及び成績証明書を作成してもらうこと。 

⑨大学院博士課程の在学期間証明書及び単位修得証明書 

大学院の博士後期課程において所定の年限在学し、所定の単位を修得して退学した者のみが

提出する書類である。 

 

〈学位論文審査に合格した後の提出書類〉 

①学位論文（3 部） 

学位論文審査に合格した者は、合格通知後 2か月以内に学位論文を本製本して、北海商科大

学大学院商学研究科へ提出すること（提出部数は 3部）。製本するときは、丸背、厚表紙、みぞ

つきで作成し、表紙の色は、黒または紺色とし、文字は金色とすること。但し、すでに著書等

によって発表済みのものは、それらを提出してもよい。 

②学位論文要旨（様式 2-2) 

ア Ａ4 判、縦位置、横書とすること。 

イ 1枚目に、学位論文題名（英文題名を付記）、氏名を記載すること。 

ウ 本文は、図表を含めて和文 5,000 字程度、またはそれに相当する分量の英文または漢文
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とするが、研究内容が十分に表現できれば、5,000 字以下でも差し支えない。 

エ 2 枚目の本文の前に、和文、漢文の場合は英文による要約（200 語程度）、英文の場合は

和文による要約 (1,000 字程度）を付けること。 

 

＊学位論文は、国立国会図書館、北海商科大学附属図書館、北海商科大学大学院商学研究科など

限られた機関に保管されるのみである。そこで、全文を読む機会をもたない研究者にも学学位位論論文文

の内容が理解できるように、学学位位論論文文要要旨旨をインターネットによる「北海学園学術情報リポジト

リ HOKUGA（URL: http://hokuga.hgu.jp/）」に公表することになっている。この趣旨を理解して、

学位論文要旨を作成すること。 

 

4．提出先・照会先 

 

（1) 学位申請資格の審査関係 

 

  北海商科大学大学院商学研究科 大学院教務係 

   〒062-8607 札幌市豊平区豊平６条６丁目１０番 

    011-841-1161（内線 8107・8106・8115） 

 

注 ・学位申請資格関係書類は 一括して提出すること。 

  ・書類不備等がある場合に備え、時間に余裕を持って提出すること。 

   なお、事前に記載事項等の確認を受けることが望ましい。 

 

(2) 学位論文審査関係 

 

  北海商科大学大学院商学研究科 大学院教務係 

   〒062-8607 札幌市豊平区豊平６条６丁目１０番 

    011-841-1161（内線 8107・8106・8115） 

E-mail : gakui@hokkai.ac.jp 
（このアドレスは、学位論文専用アドレスです。） 

 

注１：不備の修正等に備え、期間に余裕をもって提出してください。 
なお、事前に記載事項等の確認を受けることが望ましい。 

注２：学位論文関係の電子媒体を電子メールで提出する際は、メールのタイトルを以下のよう

にしてください。【氏名】博士論文提出 
注３：ファイルサイズが大きく（5MB 以上）一度に送信できない場合は、ファイル送信サー

ビス等を利用するか、もしくは数回に分けて送信してください。その場合、タイトルに「1/3、
2/3、3/3」等、分数を記入してください。 
いずれの方法でも送信できない場合は、お手数ですが、上記照会先までご連絡ください。 

注４：当係では、メール受信を確認しましたら、受信報告の返信を行います。送信翌日（土日

祝日を除く）になっても当係から返信がない場合は、お手数ですが、上記照会先までご連

絡ください。 
注５：期限を過ぎた提出は認めません。 
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